
第１号様式（第４条第１項関係） 

登録申請書 

(あて先)  京 都 市 長          年    月    日 

 （申請者） 

 

 

氏名
ふりがな

                 

 

生年月日    年    月    日 
日中連絡がとれる 

電話番号  （   ）   － 
 

京都市木造住宅耐震診断士等派遣要綱第４条第１項の規定により、木造住

宅耐震診断士等の登録を申請します。 

登録を申請 

する耐震診 

断士の区分 

□ 木造住宅耐震診断士  

□ 現地調査診断士  

□ 構造診断士  

修了した講習会 

□ 京都府木造住宅耐震診断士登録講習会 

   登 録 証 発 行 日：     年   月   日 

   登 録 番 号：第        号 

□ 京都市京町家耐震診断士登録講習会 

   講習修了年月日：     年   月   日 

   受 講 番 号：第        号 

保 有 資 格 
□ （   ）建築士(登録番号 第        号) 

□ 一級建築大工技能士 (番号 第        号) 

既に登録を受けて

いる耐震診断士の

区分 

□ 木造住宅耐震診断士 登録番号  

□ 現地調査診断士 登録番号 Ｇ  －  

□ 構造診断士 登録番号 Ｋ  －  

所 属 す る 

建築士事務所 

又 は 工 務 店 

※建築士事務所登録

と建設業許可の両方

を得ている事業所の

場合は建築士事務所 

所 在 地 〒 

 
 

名  称 

 

代表者名 
 
電話番号 (  )  -    フ ァ ッ ク ス 番 号 (  )  - 

□ （  ）建築士事務所登録番号  (    )第(      )号 

□ 建設業許可番号   -(    )第(      )号 

裏面へ  



所属する建築士事務所又は工務店の同意欄 

 上記の者が、京都市に 

  □ 木造住宅耐震診断士  □ 現地調査診断士  □ 構造診断士 

として登録し、派遣事業に従事することについて、所属建築士事務所として

同意します。 

     年  月  日 

名  称                    

 

代表者名 

 

京都市からの情報提供の方法（研修会等の情報をお知らせします。） 

□ 電子メールアドレス（パソコンのものに限る。） 

          ＠            

□ ファックス 

   （    ）     －        

備 考 

 

 

 

 

 
添付書類  ※添付した書類には☑をしてください。 

□ 木造住宅耐震診断士 

 □ 京都府木造住宅耐震診断士の登録証の写し 

□ 建築士事務所登録通知書の写し 

□ 現地調査診断士 

 □ 技能検定の合格証書の写し 

□ 実務経験申告書 

□ 建築士事務所登録通知書又は建設業許可証明書の写し 

□ 構造診断士 

 □ 一級建築士免許証の写し 

□ 建築士事務所登録通知書の写し 

 



第２号様式（第４条第５項関係）

    　　　年度登録　　木造住宅耐震診断士　登録簿　
備考

整理
番号

番号 年月日 氏名
生年
月日

京町家
耐震診断士 名称 代表者名

郵便
番号

所在地
電話
番号

ﾌｧｯｸｽ
番号

電子ﾒｰﾙ
ｱﾄﾞﾚｽ

19-1 G19-000 H19.7.30 山田
ヤマダ

太郎
タロウ

S45.7.30 一級 000000 G-0000 山田一級建築設計事務所 山田花子 111-1111 京都市中京区○○ー○ 123-4567 123-4567 ○○○＠kyoto.ne.jp 00A 第00000号

保有資格登録番号
登録に関する事項 木造住宅耐震診断士に関する事項

建築士

所属する建築士事務所に関する事項
登録番号

建築士事務所

1／1



第２号様式（第４条第５項関係）

    　　　年度登録　　京町家耐震診断士　登録簿　（構造診断士）

登録に関する事項 診断士に関する事項 所属する建築士事務所等に関する事項 備考

整理
番号

番号 年月日 氏名
生年
月日

一級建築士
現地調査
診断士

木造
耐震診断士 名称 代表者名

郵便
番号

所在地
電話
番号

ファック
ス

番号

電子メール
ｱﾄﾞﾚｽ

19-1 構造診断士 K19-000 H19.9.3 山田
ヤマダ

太郎
タロウ

S45.7.30 第11111号 G19-000 08-000
山田一級建築設計事務
所

山田花子 111-1111 中京区○○ー○ 123-4567 123-4567
○○○＠

kyoto.ne.jp
18A 第100号

京町家耐震診
断士の別

登録番号等

建築士事務所

保有資格登録番号

1／1



第３号様式（第４条第６項関係） 

 
 
 

 
 

耐震診断士の区別（登録番号）  
 
 
 
氏名 

 
 
 
 
 
 

   年   月   日  京都市長 ○○ ○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

40×30 

木造住宅耐震診断士等 登録証 

 上記の者は、京都市木造住宅耐震診断

士等派遣要綱第４条第５項の規定による

登録簿に登録された木造住宅耐震診断士

等であることを証明します。         



第４号様式（第４条第７項関係） 

登録更新届 

(あて先)  京 都 市 長         年    月    日 

 （申請者） 

氏名
ふりがな

                 

 

日中連絡がとれる 

電話番号  （   ）   －     

 

京都市木造住宅耐震診断士等派遣要綱第４条第７項の規定により、登録の

更新を届け出ます。 

更 新 す る 耐 震 

診 断 士 の 区 分 

□ 木造住宅耐震診断士 登録番号  

□ 現地調査診断士 登録番号 Ｇ  －  

□ 構造診断士 登録番号 Ｋ  －  

所 属 す る 

建築士事務所 

又は工務店 

所 在 地 〒 

 

 

名  称 

 

代表者名                     

 

電話番号 (  )  -   、フ ァ ッ ク ス 番 号 (  )  - 

□ （  ）建築士事務所登録番号  (    )第(      )号 

□ 建設業許可番号    -(    )第(       )号 

前回更新からの 

変更内容の有無 

□なし 

□あり（項目：                 ） 

備   考  

 



第５号様式（第５条第１項関係） 

申請事項変更届 

(あて先)  京 都 市 長         年   月    日 

 （申請者） 

氏名
ふりがな

                  

 

日中連絡がとれる 

電話番号  （   ）   －    

 

京都市木造住宅耐震診断士等派遣要綱第５条第１項の規定により、同要綱

第４条第１項に規定する登録申請書の記載事項に変更があったので、次のと

おり届け出ます。 

耐震診断士 

の 区 分 

□ 木造住宅耐震診断士 登録番号  

□ 現地調査診断士 登録番号  

□ 構造診断士 登録番号  

変更事項 

□ 氏名 

□ 保有資格 
□ 所属する建築士事務所又は工務店に関する事項 

（所属先、所在地、事務所電話番号等） 

□ その他（                 ） 

変更前 

 

 

 

 

 

 

変更後 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 



第６号様式（第５条第２項関係） 

登録証亡失届 

(あて先)  京 都 市 長         年    月    日 

 （申請者） 

氏名
ふりがな

                 

 

日中連絡がとれる 

電話番号  （   ）   －     

 

京都市木造住宅耐震診断士等派遣要綱第５条第２項の規定により、登録証

の亡失を届け出ます。 

登録証を亡失した 

耐震診断士 

の 区 分 

□ 木造住宅耐震診断士 登録番号  

□ 現地調査診断士 登録番号 Ｇ  －  

□ 構造診断士 登録番号 Ｋ  －  

所 属 す る 

建築士事務所 

又は工務店 

所 在 地 〒 

 

 

名  称 

 

代表者名                     

 

電話番号 (  )  -   、フ ァ ッ ク ス 番 号 (  )  - 

□ （  ）建築士事務所登録番号  (    )第(      )号 

□ 建設業許可番号    -(    )第(       )号 

備 考 

 

 

 

 

 

 
 
 



第７号様式（第５条第３項関係） 

登録取消届 

(あて先)  京 都 市 長         年    月    日 

 （申請者） 

 

 

 

氏名
ふりがな

                 

 

日中連絡がとれる 

電話番号 （   ）   － 

 

京都市木造住宅耐震診断士等派遣要綱第５条第３項の規定により、登録の

取消しを届け出ます。 

取消しする 

耐震診断士 

の 区 分 

□ 木造住宅耐震診断士 登録番号  

□ 現地調査診断士 登録番号 Ｇ  －  

□ 構造診断士 登録番号 Ｋ  －  

理 由 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 
 
 



第８号様式（第６条第１項関係） 

 

    年  月  日 

 

 

○○○○○○ 様 

 

 

京都市長 ○○ ○○ 

担当  都市計画局建築指導部建築安全推進課 

 

 

 

木造住宅耐震診断士等 登録抹消通知書 

 

 

 

 京都市木造住宅耐震診断士等派遣要綱第６条第１項の規定により、下記の

とおり、木造住宅耐震診断士等の登録を抹消しましたので通知します。つき

ましては、同要綱第６条第２項の規定により、本登録抹消通知書を受けた日

から１０日以内に登録証を返還してください。 

 

 

記 

 

 

１ 抹消される登録証の登録番号 ○○○○○○ 

２ 耐震診断士の区分 ○○○○○○ 

３ 木造住宅耐震診断士等の氏名 ○○○○○ 

４ 登録抹消事由 京都市木造住宅耐震診断士等派遣要

綱第６条第１項第○号の規定によ

る。 

 



第９号様式（第１１条、第２４条関係） 
 

京都市木造住宅耐震診断士等派遣申込書 

申込日       年   月   日 

申込区分 

申し込む区分に 
✅をしてください 

 耐震診断 計画作成 診断＋計画 

木造住宅 
（昭和５６年以前築）  

   

京町家 
（昭和２５年以前築）  

   

申
込
者 

ふりがな 

氏 名  区 分 
□ 所有者 
□ 居住者 

住 所 
〒    － 

     

電話番号 －      －       ※ 日中連絡が取れる電話番号 

診
断
す
る
住
宅 

所在地 

□ 申込者の住所と同じ 

□ その他  〒   － 

京都市   区   

築年数 
明治・大正・昭和 

     年 の木造住宅 
階数 

階建て 

延床 
面積 

約 

㎡・坪 

住戸形態 □ 一戸建ての住宅 □ 長屋（  戸） □ 共同住宅（  戸） 

利用形態 
□ 専用住宅 □ 店舗等を兼ねる住宅 

（居住部分の床面積が延べ面積の

1/2以上） □ 空き家（住宅予定に限る） 

添付書類 □ 建築時期を確認できる書類（登記事項証明書など） ※ コピー可 

要件の確認 
□ 要件に該当しない場合、申込み後であっても本事業を利用できません。 

□ 現地調査の際に申込者等の立会い（半日～１日）が必要です。 

同意について 

※ ⑴又は⑵に該当する場合、  

後日送付する派遣同意書を  

御確認ください 

⑴ 診断する住宅の関係者（所有者、居住者、共有者等）全員の同意が必要です。 

              関係者は  □ いる※  □ いない 

⑵ 調査範囲は居住者が同意する範囲に限ります。診断に必要な調査ができない

と判断した場合は、本事業の利用をお断りさせていただくことがあります。 

            他の居住者は  □ いる※  □ いない 

調査日の希望 
第１希望（  月  日） 第２希望（  月  日） 第３希望（  月  日） 

※ 申込日から３週間以降の日を御記入ください ※ 土日祝も可 

耐震改修の予定 □ 予定あり（   年  月） □ 結果を見て考える 

診断士の指名 □ あり（氏名：         ） □ なし 

※ 診断士を選定する際の参考にするため、申込み後に電話にて、御意向をお伺いします。 

（ネット申込みは、申込みフォームにて意向確認） 

※ 本事業の耐震診断は、目で見える範囲の調査と、それを補足するための聞取り調査により

ます。 

 

※ 自己負担 

２万円 

※ 無料 

※ 無料 

□ 

□ □ ※ 自己負担 

２万円 
□ 



第１０号様式（第１２条第１項、第２５条第１項関係） 

 

派遣決定通知書 

 

(申請者) 

住所 〒   － 

 

氏名              

     年   月   日 

 京 都 市 長  〇 〇 〇 〇 

 

京都市木造住宅耐震診断士等を派遣することを決定しましたので、京都市木造

住宅耐震診断士等派遣要綱（第１２条第１項、第２５条第１項）の規定により通

知します。 

申込区分 
□ 診断事業 

□ 基本計画作成事業（京町家等に限る） 

対
象
建
築
物
概
要 

所 在 地 

〒   － 

京都市     区 

 

構造 
□ 在来工法、枠組壁工法（木造住宅） 

□ 伝統構法（京町家等） 

階数      階 建築年次 年 

延べ面積 約     ㎡ 

住戸の形態 
□ 一戸建ての住宅 

□ 長屋（   戸）  □ 共同住宅（   戸） 

調 査 日 時  

派遣する木造住宅耐

震診断士等の区分、

氏 名 及 び 登 録 番 号 

木造住宅耐震診断士  （       ） 

現地調査診断士  （Ｇ－     ） 

構造診断士  （Ｋ－     ） 

備     考 受付番号（     －      ） 

注）  
・ 調査を実施するに当たっては、この通知書を木造住宅耐震診断士等に提示してく

ださい。また、裏面の注意事項を必ず御確認ください。  
・ 関係権利者の同意が必要な場合は、事前に関係権利者から派遣同意書（第 13-1

号様式、第 13-2 号様式又は第 13-3 号様式）を記入してもらい、現地調査当日に耐

震診断士へお渡しください。必要な同書がない場合、現地調査が出来なくなります

ので、予め御了承ください。  裏面へ  



注意事項（木造住宅） 
（共通） 

・ 本事業は、申請者が耐震改修工事の実施検討を行ううえで参考として

いただくためのものです。事業完了時にお渡しする結果報告書に添付さ

れる書類について、他の目的には一切利用しないでください。 
・ 申請者は、現地調査の開始後に本事業を取り止めることはできません。

もし、事業着手後に本事業を取り止めた場合、申請者は、京都市が診断

士に支払う予定の報酬に相当する額を賠償しなければならない場合があ

りますので、予め御了承ください。 
（診断事業の御利用に当たって） 

・ 診断事業は、目視調査や聞き取り調査で把握できる範囲の情報を基に、

木造住宅耐震診断士が、現状の耐震性能を判断するものです。 
・ 壁の仕様や建物の劣化の状況など、調査で把握できなかった様々な要

素については、木造住宅耐震診断士において仮定したうえで診断を行い

ます。 
・ 実際に耐震改修工事の検討を行うに当たっては、そうした仮定条件に

ついて改めて詳細な調査が必要となります。 
（補強計画案及び概算見積りについて） 

・ 補強計画案は、将来の耐震改修の参考となるよう、耐震診断で得られ

た範囲の情報を基に、木造住宅耐震診断士が、耐震改修の基本的な計画

の案をお示しするものです。 
・ 作成された補強計画案は、申請者の方が耐震改修工事の実施検討を行

ううえでの目安にしてください。 
・ また、木造住宅耐震診断結果報告書でお示しする概算見積りは、過去

の耐震改修の平均工事費用を参考にした、耐震改修工事に必要となる費

用の見積りであり、それ以外の費用は含まれません。 
・ このため、実際に耐震改修工事を実施される場合、別途、詳細な設計

や見積りを行う必要があります。 
※ 詳細な設計や見積りについては、派遣事業の対象ではありません。木

造住宅耐震診断士又は他の建築士と別途、契約を結んでください。  
・ なお、耐震改修工事を実施する過程の中で、建物の躯体の劣化等、当

初想定していなかった事項が判明することにより、工事費等が概算見積

りから大きく乖離することもあります。 
※ 間取りや内装の工事等の耐震改修工事の範囲を超える計画について

は、派遣事業の対象ではありません。耐震改修工事の範囲を超える部分

の計画を希望する場合は、木造住宅耐震診断士と協議のうえ、別途、設

計契約を結んでください。 
・ 個別に木造住宅耐震診断士と結ぶ契約について、京都市は一切関与し

ませんので、予め御了承ください。 
 



注意事項（京町家等） 
（共通） 

・ 本事業は、申請者が耐震改修工事の実施検討を行ううえで参考として

いただくためのものです。事業完了時にお渡しする結果報告書に添付さ

れる書類について、他の目的には一切利用しないでください。 
・ 申請者は、診断事業においては現地調査の開始後、耐震改修基本計画

（以下「基本計画」という。）作成事業においては申請者負担金（２万円）

の支払後（以下「事業着手後」という。）に本事業を取り止めることはで

きません。もし、事業着手後に本事業を取り止めた場合、申請者は、京

都市が診断士に支払う予定の報酬に相当する額を賠償しなければならな

い場合がありますので、予め御了承ください。 
（診断事業の御利用に当たって） 

・ 診断事業は、目視調査や聞き取り調査で把握できる範囲の情報を基に、

京町家耐震診断士が、現状の耐震性能を判断するものです。 
・ 壁の仕様や建物の劣化の状況など、調査で把握できなかった様々な要

素については、京町家耐震診断士において仮定したうえで診断を行いま

す。 
・ 実際に耐震改修工事の検討を行うに当たっては、そうした仮定条件に

ついて改めて詳細な調査が必要となります。 
（基本計画作成事業の御利用に当たって） 

・ 基本計画作成事業は、将来の耐震改修の参考となるよう、耐震診断で

得られた範囲の情報を基に、京町家耐震診断士が、耐震改修の基本的な

計画の案をお示しするものです。 
・ 作成された基本計画は、申請者の方が耐震改修工事の実施検討を行う

うえでの目安にしてください。 
・ また、基本計画でお示しする工事費の概算見積りは、耐震改修工事に

必要となる費用の見積りであり、それ以外の費用は含まれません。 
・ このため、実際に耐震改修工事を実施される場合、別途、詳細な設計

や見積りを行う必要があります。 
※ 詳細な設計や見積りについては、派遣事業の対象ではありません。京

町家耐震診断士又は他の建築士と別途、契約を結んでください。  
・ なお、耐震改修工事を実施する過程の中で、建物の躯体の劣化等、当

初想定していなかった事項が判明することにより、工事費等が概算見積

りから変更されることもあります。 
※ 間取りや内装の工事等の耐震改修工事の範囲を超える計画について

は、派遣事業の対象ではありません。耐震改修工事の範囲を超える部分

の計画を希望する場合は、京町家耐震診断士と協議のうえ、別途、設計

契約を結んでください。 
・ 個別に京町家耐震診断士と結ぶ契約について、京都市は一切関与しま

せんので、予め御了承ください。 
 
 



第１１号様式（第１２条第２項、第２５条第２項関係） 

 

派遣依頼書 

 

(建築士事務所又は工務店) 

所在地 〒   － 

 

名称 

               

     年   月   日 

 京 都 市 長  〇 〇 〇 〇 

 

木造住宅耐震診断士等の派遣を依頼しますので、京都市木造住宅耐震診断士等

派遣要綱（第１２条第２項、第２５条第２項）の規定により通知します。 

派遣区分 
□ 診断事業 

□ 基本計画作成事業 

対
象
建
築
物
概
要 

所 在 地 

〒   － 

京都市     区 

 

構造 
□ 在来工法、枠組壁工法（木造住宅） 

□ 伝統構法（京町家等） 

階数      階 建築年次 年 

延べ面積 約     ㎡ 

住戸の形態 
□ 一戸建ての住宅 

□ 長屋（   戸）  □ 共同住宅（   戸） 

調 査 日 時  

派遣を依頼する木造

住宅耐震診断士等の

区分、氏名及び登録

番号 

木造住宅耐震診断士  （       ） 

現地調査診断士  （Ｇ－     ） 

構造診断士  （Ｋ－     ） 

備     考 受付番号（  －   ）、申請者氏名（       ） 

 



第１２号様式（第１３条、第２６条関係） 

 

派遣承諾書 

 

(あて先)  京 都 市 長        年    月    日 

 

(建築士事務所又は工務店) 

所在地 〒   － 

 

名称 

              

 

 

木造住宅耐震診断士等の派遣を承諾しましたので、京都市木造住宅耐震診断士

等派遣要綱（第１３条、第２６条）の規定により通知します。 

派遣区分 
□ 診断事業 

□ 基本計画作成事業 

対
象
建
築
物
概
要 

所 在 地 

〒   － 

京都市     区 

 

構造 
□ 在来工法、枠組壁工法（木造住宅） 

□ 伝統構法（京町家等） 

階数      階 建築年次 年 

延べ面積 約     ㎡ 

住戸の形態 
□ 一戸建ての住宅 

□ 長屋（   戸）  □ 共同住宅（   戸） 

調 査 日 時  

派遣する木造住宅耐

震診断士等の区分、

氏 名 及 び 登 録 番 号 

木造住宅耐震診断士  （       ） 

現地調査診断士  （Ｇ－     ） 

構造診断士  （Ｋ－     ） 

備     考 受付番号（  －   ）、申請者氏名（       ） 

 



第１３－１号様式（第１５条関係） 

 

派遣同意書（非居住の所有者用） 

(あて先) 京 都 市 長 年    月    日 

 私は、木造住宅耐震診断士等の派遣事業について、下段の注意事項を確認の

うえ、次の事項について同意します。 

同意事項   

□ 対象建築物の住戸※の全てに立入調査のうえ、耐震診断を実施すること。 

 ※長屋・共同住宅の場合は、全ての住戸 

□ 調査当日の説明に当たり、原則、立会いをすること。 

 ※所有する住戸に居住者がいない場合（空家又は空室）に限る。 

（申請者以外の所有者） 

住 所〒   － 

 

氏 名
ふりがな

                        

（電話番号   －         ）  

注） 次の区分に応じて、関係者全員（世帯単位）の同意が必要です。関係者が複数存在する場
合は、同意書を必要な枚数だけ複写して使用してください。 
（対象建築物の所有者（非居住）が別にいる場合）……………………所有者用（本様式） 
（対象建築物に申請者以外が居住する部分がある場合）…居住者用（第１３－２号様式） 

派遣事業の申込内容 

申請者氏名  

派遣事業の 

申 込 区 分 

□ 診断事業 

□ 基本計画作成事業 

対象建築物の 

所在地 

〒   － 

京都市     区 

 
注意事項  

・ 耐震診断は、目に見える範囲の調査と、それを補足するための聞き取り

調査によります。 
・ 耐震診断は、対象建築物の住戸の全てに立入調査のうえ、調査に必要な

範囲内において、写真撮影（屋内・屋外）を行います。 
・ 長屋又は共同住宅の場合、住戸ごとではなく、１棟の建築物について、

診断を行うため、原則全ての住戸に立入調査します。（居住者の許可が得ら

れない住戸は、調査した住戸と同一と仮定して診断を実施します。） 
・ 同一の建築物に対し、本派遣事業を複数回利用することはできません。 
・ 結果報告書のお渡し及び内容の説明は、原則、申請者に対し、派遣され

た木造住宅耐震診断士等が行います。結果報告書の内容の説明の際に同席

したい等の希望がある場合は、事前に申請者と協議してください。 
・ 本事業は、申請者が耐震改修工事の実施検討を行ううえでの参考として

いただくためのものであり、その他の目的には一切利用しません。 
 

 



 

長屋又は共同住宅に居住されている方へ 

 

木造住宅及び京町家耐震診断士派遣事業は、市が派遣する耐震診断士が現地で建物を調査し、

大地震が発生した場合に、倒壊するおそれがあるかどうかを総合的に判断し、耐震改修の必要

性を判定するものです。 

 

長屋又は共同住宅の場合、地震に対して建物全体での判断を行うため、住戸ごとではなく、

全ての住戸について調査が必要です。 

 

 御自宅の現状の耐震性能を知るために、御協力をお願いいたします。 

 

 

〇 現地調査は、居住者の方に同意していただける範囲で実施します。 

 

以下のフローチャートを参考に、同意していただける範囲を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

・ 結果報告書のお渡し及び内容の説明は、原則、申請者に対し、派遣された木造住宅耐震診

断士等が行います。結果報告書の内容の説明の際に同席したい等の希望がある場合は、事前

に申請者と協議してください。 
・ 本事業は、申請者が耐震改修工事の実施検討を行ううえでの参考としていただくためのも

のであり、その他の目的には一切利用しません。 

第１３－２号様式（第１５条関係） 

派遣同意書（長屋又は共同住宅の居住者用） 

(あて先) 京 都 市 長 年    月    日 

 木造住宅耐震診断士等の派遣事業について、居住者の同意範囲に基づく現地調査が実施さ

れ、その同意範囲によっては、仮定に基づく診断となることについて同意します。  

（耐震診断の申込者） 

氏名                        

派遣事業の 

申 込 区 分 
□ 診断事業       □ 基本計画作成事業 

対象建築物の 

所在地  

〒   － 

京都市     区  

 木造住宅耐震診断士等の派遣事業について、注意事項を確認のうえ、次の事項について同

意します。 

（申込者以外の居住者） 

住 所〒   － 

 

氏 名
ふりがな

                        

（電話番号   －         ） 

同意範囲（いずれかに☑） 

□ ① 

□ ② 

□ ③ 

① 

同意事項 （外部のみ調査します）  

□ 診断士が敷地内に立入り、建物外部の調査（写真撮影含む）を実施すること 

□ 調査を実施した住戸と同一であると仮定して診断を実施すること 

□ 後に建物内部を調査した上での診断を希望しても、その際には派遣事業が利用で

きないこと。（同一の建築物に対し、本派遣事業を複数回利用することはできません。）  

※ 竣工図が保管されていた場合は、竣工図に基づき診断を行います。 

② 

同意事項 （外部の調査及び間取りの確認を行います。） 

□ 診断士が住戸内の全ての部屋に立入ること（立入り可能な時間帯が限られる場合

は、写真を撮らせていただくことがあります。） 

□ ①の同意事項 

※ 調査を実施した住戸と壁配置等が同一である場合は、耐震診断の信頼性が高くなります。 

③ 

同意事項 （詳しい調査を行います。） 

□ 診断士が住戸内の全ての部屋に立入ること 

□ 耐震診断に必要な範囲で、診断士が建物外部や住戸内の写真を撮影すること 

□ 壁や柱等の部材について、診断士が計測等の調査を実施すること 

□ 可能な範囲で、診断士が天井裏や床下の確認をすること 

□ 改修履歴等の聞き取り調査に協力すること  

 

注） 次の区分に応じて、関係者全員（世帯単位）の同意が必要です。関係者が複数存在する場合は、同意書を

必要な枚数だけ複写して使用してください。 

（対象建築物の所有者（非居住）が別にいる場合）……………………所有者用（第１３－１号様式） 

（対象建築物に申請者以外が居住する部分がある場合）………………居住者用（本様式） 

建物の内部を調査できる住戸（同意範囲③）がない場合は耐震診断を実施できません！ 

耐震診断士が住戸の中に  
入ってもいいですか？  

（全ての部屋を確認します）  

お住まいの建物を調査し  
耐震診断してもいいですか？  

住戸内部の調査に  
御協力いただけますか？  

（右の③の内容）  

OK 

OK 

NO 耐震診断は 

実施できません 

NO 同意範囲①になります。 

同意事項①に同意いただける場合、

耐震診断を実施します。 

同意範囲②になります。 NO 

同意事項②に同意いただける場合、

耐震診断を実施します。 

OK 
同意範囲③になります。 

同意事項③に示す調査を実施します。 

御協力よろしくお願いいたします。 

耐震診断  
の精度が  

低い  

耐震診断  
の精度が  

高い  



第１３－３号様式（第１５条関係） 

 

派遣同意書（借家（一戸建て）の居住者用） 

(あて先) 京 都 市 長 年    月    日 

 私は、木造住宅耐震診断士等の派遣事業について、下段の注意事項を確認のうえ、

次の事項について同意します。 

同意事項   

□ 診断士が住戸内の全ての部屋に立入ること 

□ 耐震診断に必要な範囲で、診断士が建物外部や住戸内の写真を撮影すること 

□ 壁や柱等の部材について、診断士が計測等の調査を実施すること 

□ 可能な範囲で、診断士が天井裏や床下の確認をすること 

□ 改修履歴等の聞き取り調査に協力すること 

□ 調査を実施する間（半日～１日）、原則、立会いをすること。 

（居住者） 

住 所〒   － 

 

氏 名
ふりがな

                        

（電話番号   －         ）  

 

派遣事業の申込内容 

申請者氏名  

派遣事業の 

申 込 区 分 

□ 診断事業 

□ 基本計画作成事業 

対象建築物の 

所在地 

〒   － 

京都市     区 

 
注意事項  

・ 耐震診断は、目に見える範囲の調査と、それを補足するための聞き取り調査

によります。 
・ 耐震診断は、対象建築物の住戸の全てに立入調査のうえ、調査に必要な範囲

内において、写真撮影（屋内・屋外）を行います。 
・ 同一の建築物に対し、本派遣事業を複数回利用することはできません。 
・ 結果報告書のお渡し及び内容の説明は、原則、申請者に対し、派遣された木

造住宅耐震診断士等が行います。結果報告書の内容の説明の際に同席したい等

の希望がある場合は、事前に申請者と協議してください。 
・ 本事業は、申請者が耐震改修工事の実施検討を行ううえでの参考としていた

だくためのものであり、その他の目的には一切利用しません。 
 

 



 

第１４号様式（第１８条第１項関係） 

 受付番号   －    

申請者 

            様 

 
 

木造住宅耐震診断結果報告書 

 
 
 
 
 
 

調 査 日      年  月  日 

所 在 地 京都市    区       

                                                

 

 

調査した木造住宅耐震診断士 
氏 名             

                       

耐震診断士登録番号 

建築士登録番号 

 

所属する建築士事務所 

所 在 地 

名 称 
代表者名                       

                       

電話番号 

 



 

 は じ め に 

この報告書は、木造住宅耐震診断士が、京都市木造住宅耐震診断事務マニュア

ルに基づき耐震診断を行った結果をまとめたものです。 

 目視できる範囲で現場調査を行いましたので、内部構造など、目視できない部

分については、一定の仮定の下で耐震診断を行っております。 

この報告書の内容については、木造住宅耐震診断士が説明いたします。総合評

価に注意事項が記されている場合や上部構造（建物）の総合評点が１．０未満で

ある場合、総合評点が１．０以上でも部分的な経年劣化等が認められる場合には、

総合所見や補強計画案※を参考に、耐震改修や建替え等の対策を行うことをお勧め

します。 

※ 補強計画案はあくまでも参考です。耐震改修を行う場合は別途、実施設計

が必要となります。 

 

 

耐震改修工事を検討される場合 

 「京安心すまいセンター（電話７４４－１６３１）」では、皆様が耐震改修

計画作成、耐震改修工事を行おうとするときに相談できる実務者名簿の公表

等、耐震化に関する支援を実施しています。是非御利用ください。 

 

 

すまいの耐震無料相談会のご案内 

 京都市では、耐震に関するお悩みを無料で建築の専門家（建築士等）に相

談できる相談会を実施しています。診断結果や補強計画案について、調査を

実施した診断士以外の専門家の意見を聞きたい場合にも利用できます。開催

日時等の詳細は「京安心すまいセンター（電話７４４－１６３１）」までお問

い合わせください。 

 



 

木造住宅耐震診断結果報告書の利用に関する注意事項 

この報告書は、申請者が耐震改修工事の実施検討を行ううえで参考としていただくためのも

のです。報告書及び添付される書類について、他の目的には一切利用しないでください。 

（診断結果について） 

・ 診断事業は、目視調査や聞き取り調査で把握できる範囲の情報を基に、木造住宅耐震診断

士が、現状の耐震性能を判断するものです。調査で把握できなかった様々な要素については、

木造住宅耐震診断士において仮定したうえで診断を行っています。 

・ 実際に耐震改修工事の検討を行うに当たっては、そうした仮定条件について改めて詳細な

調査が必要となります。 

（補強計画案及び概算見積りについて） 

・ 補強計画案は、将来の耐震改修の参考となるよう、耐震診断で得られた範囲の情報を基に、

木造住宅耐震診断士が、耐震改修の基本的な計画の案をお示しするものです。（申請者の方

が耐震改修工事の実施検討を行ううえでの目安とするためのものであり、別途実施設計が必

要です。） 

・ 概算見積りは、過去の耐震改修の平均工事費用を参考にした、耐震改修工事に必要となる

費用の見積りであり、それ以外の費用は含みません。実際に耐震改修工事を実施される場合、

別途、詳細な設計や見積りを行う必要があります。 

※ 詳細な設計や見積りについては、派遣事業の対象ではありません。木造住宅耐震診断士又

は他の建築士と別途、契約を結んでください。 

・ なお、耐震改修工事を実施する過程の中で、建物の躯体の劣化等、当初想定していなかっ

た事項が判明することにより、工事費等が概算見積りから大きく乖離することもあります。 

※ 間取りや内装の工事等の耐震改修工事の範囲を超える計画については、派遣事業の対象で

はありません。耐震改修工事の範囲を超える部分の計画を希望する場合は、木造住宅耐震診

断士と協議のうえ、別途、設計契約を結んでください。 

・ 個別に木造住宅耐震診断士と結ぶ契約について、京都市は一切関与しませんので、予め御

了承ください。 

 

 

 

 

 

京都市 都市計画局 建築指導部 建築安全推進課（電話 222-3613） 
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「一般診断法」による耐震診断結果報告書 
 

 

 

（○○○○年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法） 

（耐震診断プログラム：             ） 

１ 建物概要 （※[ ]内については該当するものに○印。） 

 (1)所有者    ： 

 (2)所在地    ： 

  

 (3)竣工年    ：         年   

 (4)構造規模   ：□一戸建ての住宅  □長屋（  戸） □共同住宅（  戸）   階建て  

 (5)利用形態   ：□専用住宅  □兼用住宅(住宅以外の用途：       ) 

   

 (6)延べ面積   ：       ㎡  

 (7)建物仕様   ：屋根仕様               壁仕様             

[軽い建物・重い建物・非常に重い建物] 

 (8)地域係数 Ｚ ：１.０ 

  (9)軟弱地盤割増 ：[□１.５・□１.０] 

 (10)形状割増係数 ： 階 短辺の長さ      ｍ [□1.13(4.0ｍ未満の場合)・□1.0(4.0ｍ以上の場合)] 

 (11)積雪割増   ： 

 (12)基礎形式   ：□Ⅰ(健全な鉄筋コンクリートの布基礎又はべた基礎) 

□Ⅱ(ひび割れのある鉄筋コンクリートの布基礎又はべた基礎、無筋コンクリートの布基礎、柱脚に足固

めを設け鉄筋コンクリート底盤に柱脚または足固め等を緊結した玉石基礎、軽微なひび割れのある無筋

コンクリート造の基礎) 
□Ⅲ(玉石、石積、ブロック基礎、ひび割れのある無筋コンクリート造の基礎) 

 

 (13)床仕様     ：□Ⅰ(合板)  □Ⅱ(火打ち＋荒板)  □Ⅲ(火打ちなし)] 
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２ 総合評価（診断結果） 

 

【地盤】 

地盤 対策 記入欄(○印) 注意事項 

良い・普通     

  

やや悪い     

非常に悪い 

（埋立地、盛土、軟弱地盤） 

表層の地盤改良を行っている   

杭基礎である   

特別な対策を行っていない   

【地形】 

地形 対策 記入欄(○印) 注意事項 

平坦・普通     

  
がけ地・急斜面 

コンクリート擁壁   

石積み   

特別な対策を行っていない   

 

【基礎】 

地盤 対策 記入欄(○印) 注意事項 

鉄筋コンクリート基礎 
健全   

  

ひび割れが生じている   

無筋コンクリート基礎 

健全   

軽微なひび割れが生じている   

ひび割れが生じている   

玉石基礎 
足固めあり   

足固めなし   

その他（ブロック基礎等）     

 

【上部構造(建物)】 

上部構造評点のうち 

最小の値 

総合評点 判定 記入欄(○印) 

１．５以上 倒壊しない   

１．０以上～１．５未満 一応倒壊しない   

 
０．７以上～１．０未満 倒壊する可能性がある   

０．７未満 倒壊する可能性が高い   
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３ 総合所見 

◆京都市では、耐震診断の内容に関する説明や、耐震改修事例の紹介など、耐震化に関

する相談全般を京安心すまいセンター（電話 744－1631）にてお受けいたします。是非

御相談ください。

 



 

補強計画案 

（構造評点 □1.0 以上 □0.7 以上 1.0 未満） 

 

 １ 対象建築物の概要 

構造・規模  木造  地上（    ）階建て 

延べ面積         ㎡（うち住宅部分       ㎡） 

建築年 （□明治 □大正 □昭和）      年 

現況の耐震診断結果  

耐震改修後の耐震診断結果  

 

 ２ 補強計画の考え方 （※ 補強計画案の要点、方針を簡潔に記入してください。） 

 

 

３ 補強計画の概要 

改修箇所 改修概要 

  

  

  

  

  

 
 



○京  第１５号様式（第１８条第１項関係） 

  

受付番号    －      

申請者 

 

            様 

 

京町家現地調査結果報告書 

 

 

 

調 査 日       年  月  日 

所在地   京都市    区 

                   

[現地調査診断士] 

氏  名         

耐震診断士登録番号  

所属する建築士事務所等名称  

代表者名         

所 在 地   

電話番号   

[構造診断士] 

氏  名          

耐震診断士登録番号  

建築士登録番号  

所属する建築士事務所等名称  

代表者名         

所 在 地   

電話番号   

 

 



 
 
 ＜目次＞ 
（１）耐震診断のための現地調査チェックリスト 
（２）建物図面（縮尺 1/100 又は 1/200 程度） 
  ア 各階平面図（大黒柱、各通り名、室名記入） 
  イ 各通り軸組図（間口方向、奥行方向別） 
（３）耐震要素配置図 
  ア 各階耐震要素配置図 
  イ 各通り耐震要素軸組図（間口方向、奥行方向別） 
（４）調査状況写真（撮影位置記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（現地調査）

一 建て方 □ □ □ 共同住宅（　　戸）

般 □ □ □ その他 （ ）

事 □ なし □ あり （内容： ）

項 □ なし □ あり （内容： ）

1階 m、 2階 m、 3階 － m、 地下 － m

□ なし □ あり □

基 □ なし □ あり

礎

・ □ □

地 □ ]）

盤 □

□

□ なし □ あり （内容： ）

□ なし □ あり （内容： ）

□ なし □ あり （内容： ）

柱 梁 土台

柱 mm　× mm ～ mm　× mm

・ mm　× mm ～ mm　× mm

梁 □ 短ほぞ □ 長ほぞ □ 肘木 □ 斗栱 （参考： ）

□ 短ほぞ □ 長ほぞ □ 貫 （参考： ）

□ なし □ 軽微 □ 平12建告1460号相当　（内容： ）

□ 良 □ □ 不良（内容： ）

□ なし □ あり （内容： ）

□ なし □ あり （内容： ）

□ なし □ 軽微 □ あり（内容： ）

　 柱脚部 つなぎ □ なし □ あり（内容： ）

□ 筋かい □ 土壁 □ 板壁 □ ）

　mm ～ 　mm 

壁 　mm ～ 　mm 

□ なし □ あり （内容： ）

□ なし □ あり   

床 1階 2階 3階

□ なし □ あり （内容： ）

□ 桟瓦 (一文字） □ 本瓦 □ □ その他（ ）

葺き土 □ なし □ あり 　雨漏り跡 □ なし □ あり

屋 野地板の接合状況 □ 良 □ 不良

根 垂木の接合状況 □ 良 □ 不良

屋根勾配・軒の出 屋根勾配 軒の出 mm

間口方向　　 奥行方向

近隣の地盤状況

基礎

礎石その他の場合

構造階高

地盤調査 近隣のデータあり

不同沈下

布基礎 （　鉄筋コンクリート造　 ・ 　無筋コンクリート造 ） べた基礎

耐震診断のための現地調査チェックリスト

建築年

用途

建築主／建物名称

所在地

確認申請書の有無

木造軸組構法 混合構造（RC+W・S+W ）

増改築・改修の有無

構造

戸建て 長屋建て（　　戸）

柱部材の傷み、傾斜

基礎の状態
コンクリート基礎の場合 ひび割れ：

平坦度・平滑度・滑り幅：

梁部材の傷み、撓み

土台の損傷

樹種

柱寸法

接合部の状態

接合部の金物

梁の接合方法

梁寸法

柱の接合方法

構造壁の種類

柱の引抜き防止

その他（

土台がない場合（礎石）

構造壁の仕様（厚みなど）　　　　　　　　　 mm　　

小壁の高さ

軽量屋根葺材

玉石礎石・その他　[内容：

屋根仕様

屋根面の剛性

内壁の仕上げ

（良 ・ 不良）

土台と基礎の接合

楔・込み栓の緩み

小壁・土壁の損傷

腰壁の高さ

外壁の仕上げ

火打ちの有無

床板の接合状況

吹き抜けの有無

（良 ・ 不良）

隣接家屋との離間

（良 ・ 不良）

部分的に不良

小壁・土壁の天井裏状況

（社）日本建築構造技術者協会関西支部 ©2007



（現地調査）

　 　

　

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □ その他（ ）壁補強が可能な場所 床下のふところ余裕

雨漏り、水漏れ 特殊な荷重主要箇所の写真撮影

補強方法

建物の現況が分かる図版および調査メモ

留
意
事
項

小壁、腰壁の位置天井の仕上げ壁の位置確
認
事
項

欄間付き小壁の位置 小屋組内の積載荷重 梁下部の天井ふところ余裕

（社）日本建築構造技術者協会関西支部 ©2007



○京  第１６号様式（第１８条第１項関係） 

  

受付番号    －      

申請者 

 

            様 

 

京町家耐震診断結果報告書 

＜限界耐力計算による＞ 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 日       年   月   日 

所 在 地  京都市    区      

                                 

                    

 [構造診断士] 

氏  名         

耐震診断士登録番号  

建築士登録番号  

所属する建築士事務所等名称 

代表者名         

所 在 地   

電話番号   

 



 

は じ め に 

この報告書は、京町家耐震診断士が、一般社団法人日本建築構造技術者協会

関西支部発行の「伝統的な軸組構法を主体とした木造住宅・建築物の耐震性能

評価・耐震補強マニュアル（第３版）」に基づき耐震診断を行った結果をまとめ

たものです。 

 

現地調査 

 目視できる範囲で現場調査を行いましたので、内部構造など、目視できない

部分については、一定の仮定の下で耐震診断を行っております。 

 

耐震診断結果 

「①劣化状況」、「②計算の前提条件」、「③建物の耐震性能」という３項目に

ついて評価しています。③建物の耐震性能は、①劣化状況がなく、②計算の前

提条件を満足しているという仮定の下に、震度６強の地震に対する安全性につ

いて計算していますので、まずは①、②の項目について指摘がある場合、総合

所見（Ｐ．２参照）を参考にその対策を行うことが必要です。さらに、③建物

の耐震性能が危険ゾーン（最大変形角１／１５以上）、又は条件付安全ゾーン（最

大変形角１／３０以上～１／１５未満）で条件を満たしていない場合は、総合

所見を参考に耐力壁の増設など耐震性能を向上させる対策が必要です。耐震診

断士等の専門家に御相談のうえ、耐震改修計画の作成（自己負担２万円）等を

御検討ください。 

 

耐震改修工事を検討される場合 

 「京安心すまいセンター（電話７４４－１６３１）」では、皆様が耐震改修計

画作成、耐震改修工事を行おうとするときに相談できる実務者名簿の公表等、

耐震化に関する支援を実施しています。是非御利用ください。 

 

 

 



 

すまいの耐震無料相談会のご案内 

 京都市では、耐震に関するお悩みを無料で建築の専門家（建築士等）に相談

できる相談会を実施しています。診断結果について、調査を実施した診断士以

外の専門家の意見を聞きたい場合にも利用できます。開催日時等の詳細は「京

安心すまいセンター（電話７４４－１６３１）」までお問い合わせください。 

 

京町家耐震診断結果報告書の利用に関する注意事項 

この報告書は、申請者が耐震改修工事の実施検討を行ううえで参考としていただくためのも

のです。報告書及び添付される書類について、他の目的には一切利用しないでください。 

（診断結果について） 

・ 診断事業は、目視調査や聞き取り調査で把握できる範囲の情報を基に、京町家耐震診断士

が、現状の耐震性能を判断するものです。調査で把握できなかった様々な要素については、

京町家耐震診断士において仮定したうえで診断を行っています。 

・ 実際に耐震改修工事の検討を行うに当たっては、そうした仮定条件について改めて詳細な

調査が必要となります。 

（基本計画作成事業について） 

・ 基本計画作成事業は、将来の耐震改修の参考となるよう、耐震診断で得られた範囲の情報

を基に、京町家耐震診断士が、耐震改修の基本的な計画の案をお示しするものです。 

・ 作成される基本計画は、申請者の方が耐震改修工事の実施検討を行ううえでの目安とする

ためのものであり、基本計画でお示しする工事費の概算見積りは、耐震改修工事に必要とな

る費用のみを計上した見積りです。このため、実際に耐震改修工事を実施される場合、別途、

詳細な設計や見積りを行う必要があります。 

※ 詳細な設計や見積りについては、派遣事業の対象ではありません。京町家耐震診断士又は

他の建築士と別途、契約を結んでください。 

・ なお、耐震改修工事を実施する過程の中で、建物の躯体の劣化等、当初想定していなかっ

た事項が判明することにより、工事費等が概算見積りから変更されることもあります。 

※ 間取りや内装の工事等の耐震改修工事の範囲を超える計画については、派遣事業の対象で

はありません。耐震改修工事の範囲を超える部分の計画を希望する場合は、京町家耐震診断

士と協議のうえ、別途、設計契約を結んでください。 

・ 個別に京町家耐震診断士と結ぶ契約について、京都市は一切関与しませんので、予め御了

承ください。 

京都市  都市計画局 建築指導部 建築安全推進課（電話 222-3613） 



（簡易法）

1階: 1F:

2階: 2F:

計

2F

2F

軸組の耐力

その他

耐震診断に関する特記事項

基礎・地盤

伝統的　木造軸組工法

床組・横架材

建物名称 所在地

建物階数 建築年

略伏図

（1階，2階平
面図を縮小添

付）

1/30rad以下

1/30～1/15rad

主な
耐震要素

補強後

ごくまれに起こる地震

現況

  耐震診断概要総括表

用途

構造

間口方向（応答計算シートを縮小添付））

建て方

奥行方向（応答計算シートを縮小添付））

現況

耐力係数ＣＢ

1/30rad以下

1/30～1/15rad

ごくまれに起こる地震

1/15rad以上

主な
耐震要素 1F

耐力係数ＣＢ

補強後

0.00 m

減衰定数 h

減衰定数 h

1F

1/15rad以上

0.00 m

□戸建て
□長屋建て（　 戸）
□共同住宅（　 戸）

延床面積
※吹抜け含む

建物重量

構造階高

0.00 kN/㎡

0.00 ㎡

0.00 ㎡

0.00 ㎡

（社）日本建築構造技術者協会関西支部
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２ 

① 劣化状況 
                                             
                                               

                                             

                                             

② 計算の前提条件  
※今回、耐震診断を行ううえで、建物が健全であるという前提のもと計算を行っていま

す。 
                                               

                                                

                                                 

                                               

                                             
                                             
                                              

                                             
 

③ 建物の耐震性能（震度６強の大地震に対して） 

建物の最大変形角 判  定※１ 大地震時の倒壊安全性 

１／３０未満 安全ゾーン  倒壊はまぬがれる 

１／３０以上～１

／１５未満 

条件付き 

安全ゾーン※２ 

 倒壊はまぬがれる 

 倒壊のおそれがある 

１／１５以上 危険ゾーン  倒壊のおそれがある 

※１：p.4 図 耐震性能の判定基準参照。 
                                    

 
 
 

 

 

 

総 合 所 見 

 

※２：1/30 以上で破壊する変形能力の小さい耐震要素（筋かいや構造用合板など）は１階の耐力

算定から除外する。変形能力の大きい土壁や貫が主な耐震要素である伝統的軸組構法は、一定の

条件（ねじれ、小壁付き柱の耐力が安全など）を満たしていれば、1/30 を超えても 1/15 以内で

「倒壊はまぬがれる」と判断できる。 

①の劣化を修繕し、②の前提条件

を満足していると仮定した場合 
 



３ 

                                              

                                             

                                             

                                             

                                              

                                             

                                             

                                              

                                             

                                             

                                              

               

 

 

 

図 耐震性能の判定基準 

伝統的軸組構法で、条件（ねじれ、

小壁付き柱の耐力が安全など）を

満たした場合は、1/15 まで安全（倒

壊はまぬがれる）とみなせる。 

※大地震後の継続使用は不可能 



（簡易法）

建物名称

建築主

設計者（建築）

設計者（構造）

建て方 □ □ 長屋建て（   戸） □ 共同住宅（   戸）

建築用途

建築場所

工事種別 □ 診断 □ 改築（または改修） □ 増築 □ 新築

建築時期 （旧）

建築面積 m2

延床面積 m2 ※吹抜け含む。

規模 地下 階、地上 階

高さ 軒高 m 、最高高さ m

構造階高  １階 m 、２階 m

基礎形式 □ 布基礎 □ べた基礎 □ 独立基礎 □ 礎石

地業形式 □ 杭地業 □ 割栗地業

設計用地耐力 kN/m2

地盤調査 □ 無 □ 有（方法：　　　　 ）

小屋組形式

構造材料 （柱） （梁） （壁）

接合部

柱脚部

柱部材の大きさ

梁部材の大きさ

床組形式

屋根

外壁

内壁

床

地震用重量 建物全体 １階 KN ２階： KN 延床 KN/㎡

階

２

１

多雪区域の指定 なし

最深積雪量 30 cm

単位積雪重量 20 N/m2/cm

（屋根下地）

建築規模

木造軸組構法建物の限界耐力計算チェックリスト（１）

項目 チェック内容

１．概要

建物概要

一般事項

構造概要 主要構造部

（新または改）

２．荷重

積載荷重

積雪荷重

風圧力

仕上げ材の仕様

  建築基準法施行令第87条及び平12建告第1454号

  P=Cf・q・A      q=0.6EVo2

1300N/㎡ 600N/㎡

1800N/㎡ 1300N/㎡ 600N/㎡

1800N/㎡

（床下地）

（床用） （架構用） （地震用）

地盤・基礎

戸建て

（社）日本建築構造技術者協会
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（簡易法）

　

1/200 1/120 1/90 1/60

　　方向（kN）

　　方向（kN）

　　方向（kN）

　　方向（kN）

（根拠）

耐力Ｑi

(KN)

2 □ ＯＫ

1 □ ＮＧ

2 □ ＯＫ

1 □ ＮＧ

要求性能
応答変形角の制限値

(rad)

（地盤種別）

（安全限界）

階

（安全限界）

　1/30rad
※ただし、1/30を超えても1/15以下であれば、条
件（ねじれ、小壁付柱の耐力が安全等）を満たし
ていれば安全とみなせる。

（KN)

Gs＝ J-SHIS

　1/30rad
※ただし、1/30を超えても1/15以下であれば、条
件（ねじれ、小壁付柱の耐力が安全等）を満たし
ていれば安全とみなせる。

判定
(平屋の場合は不要)

判定

木造軸組構法建物の限界耐力計算チェックリスト（２）

（仕様）（有/無）

チェック内容

 ３．復元力特性

耐震要素

改修の場合は
改修後を記入

項目

６．耐震性能の目標値

４．地震力
加速度応答
スペクトル

５．平屋条件

（方向）

間口方向

判定に使用する
条件式

（地域係数）Z＝1.0

表層地盤による増幅率

  □ Ｑ2/ｍ2ｇ＞0.5　かつ Ｑ2/Ｑ1＞0.6

  □ Ｑ2/Ｑ1＞1.0

復元力
特性の
集計

Ｑ2/ｍ2ｇ Ｑ2/Ｑ1

　　第2折点

重量ｍig

（要素）

柱の傾斜復元力

貫・差鴨居

土壁

合板その他の壁

小壁

方杖その他

制震装置

層間変形角 1/40 1/30

2階

1階

仕口補強材

剛接フレーム

他（　　　　）

第1折点
1/20 1/15

奥行方向

間口方向

奥行方向

施行令第82条の5 

（社）日本建築構造技術者協会
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（簡易法）

方向

□ 1/30rad以下 （安全ゾーン）

□ 1/30～1/15rad （条件付き安全ゾーン）

□ 1/15rad以上 （危険ゾーン）

□ 1/30rad以下 （安全ゾーン）

□ 1/30～1/15rad （条件付き安全ゾーン）

□ 1/15rad以上 （危険ゾーン）

（有りの場合、考慮の方法）

（否の場合、剛性考慮の方法）

（否の場合、剛性考慮の方法）

（有りの場合、偏心考慮の方法）

床組

木造軸組構法建物の限界耐力計算チェックリスト（３）

　　方向

７．簡易計算

項目

　耐力係数　ＣB

　等価粘性減衰定数 ｈ

項目 チェック内容

　　方向

　耐力係数　ＣB

　等価粘性減衰定数 ｈ

（極めて稀に発生する地震）

　応答変形角　(rad)

　応答変形角　(rad)

８．設計条件

偏心

所見
（耐震性能の判定
耐震補強方針等）

有　  　無

剛体の　可　否

剛床の　可　否

有　  　無

経年変化

小屋組

（社）日本建築構造技術者協会
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＜　間口方向　＞

【
注
意

】

※

※

　　　W1＋W2

1 ⊿W

4π W

Wの面積＝△OACの面積
A （底辺） （高さ）

O C

0 0

120
⊿Wの面積　(　斜線部分　）

（△OACの面積） （△BACの底辺） （△BACの高さ）

＝

よって，

1

4π

＝ × =

（△BACの底辺）＝ ×δ（1/120rad時）
Q2（１階の1/30rad時の耐力）

Q2（１階の1/120rad時の耐力）

　1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30
を超えても1/15以下であれば、条件付き（　ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など　）で、倒壊す
ることはないと判断することができる。
　その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。
上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。

0×

m　（全体の質量）

Ke（1/30rad時の1階の等価剛性）

●　減衰定数　h

h ＝ ・ 0.05＋

●　耐力係数　CB

＝ ＝ #DIV/0!
Q1（1階の1/30rad時の耐力）

mg（1階が支える建物の全重量）

CB ＝

#DIV/0! kN/m

30／

0
＝

＝ ＝ ＝

●　等価周期　Te　（1階の変形角が1/30rad時の剛性）

Te #DIV/0!2π 2π 秒

0

#DIV/0!

●　等価剛性　Ke

Ke ＝

Q1（1階の1/30rad時の耐力）

δ（1/30rad時の1階の変位）

＝

#DIV/0!

＝ 0

0＝ 0 #DIV/0!

＋ 0.05 ＝

/ 2 =

× / 2 ×2

0

#DIV/0!

－

#DIV/0!
h ＝ ・

0
#DIV/0!

RBBO C

δ1/120

Ａ

K1/120

Q1/120

Q1/30

δ1/30

Q

7



＜　間口方向　＞

【
注
意

】

※

※

　　　W1＋W2

1 ⊿W

4π W

Wの面積＝△OACの面積
A （底辺） （高さ）

O C

0 0

120
⊿Wの面積　(　斜線部分　）

（△OACの面積） （△BACの底辺） （△BACの高さ）

＝

よって，

1

4π

　1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30
を超えても1/15以下であれば、条件付き（　ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など　）で、倒壊す
ることはないと判断することができる。
　その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。
上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。

●　耐力係数　CB

CB ＝

Q1（1階の1/15rad時の耐力）

＝ ＝ #DIV/0!
mg（1階が支える建物の全重量）

●　等価剛性　Ke

0
Ke ＝

Q1（1階の1/15rad時の耐力）

＝ ＝ #DIV/0! kN/m

δ（1/15rad時の1階の変位） ／ 15

●　減衰定数　h

●　等価周期　Te　（1階の変形角が1/15rad時の剛性）

0
Te ＝ 2π

m　（全体の質量）

＝ 2π ＝ #DIV/0! 秒

Ke（1/15rad時の1階の等価剛性） #DIV/0!

h ＝ ・ ＋ 0.05

0

（△BACの底辺）＝ δ（1/120rad時） ×
Q2（１階の1/15rad時の耐力）

Q2（１階の1/120rad時の耐力）

＝ 0 × 0 / 2 =

＝ 0 － #DIV/0! ×

＝ × = #DIV/0!

0 / 2 ×2 #DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!
h ＝ ・ ＋ 0.05 ＝

RBBO C

δ1/120

Ａ

K1/120

Q1/120

Q1/15

δ1/15

Q

7-2



＜　間口方向　＞ 通し柱が1/15に至る前に折損する場合の追加検討

【

注
意

】

※

※

通し柱の安全限界変形角 1

　　　W1＋W2

Q1（1階の1/15rad時の耐力）

δ（1/15rad時の1階の変位）

1

4π

Wの面積＝△OACの面積
A （底辺）=δ 1/15 （高さ）=Q 1/15

O C

0

⊿Wの面積　(　斜線部分　）
（△OACの面積） （△BACの底辺） （△BACの高さ）

＝

よって，

1

4π

＝ ×

●　等価周期　Te　（1階の変形角が1/15rad時の剛性）

#DIV/0! kN/m

／

0

×δ（1/120rad時）
Q1（1階の1/15rad時の耐力）

Q2（１階の1/120rad時の耐力）

／

Q1（1階の1/15rad時の耐力

15

＝（△BACの底辺）

W

00＝ × 0 / 2 =

/ 2  ×2

δ 1/15

0

120
= #DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

h ＝ ・ ＋ 0.05 ＝ #DIV/0!

＝ － #DIV/0! × 00

h ＝ ・ ＋ 0.05

秒

Ke（1/15rad時の1階の等価剛性） #DIV/0!

●　減衰定数　h

0
Te ＝ 2π

m　（全体の質量）

＝ 2π ＝ #DIV/0!

⊿W

mg（1階が支える建物の全重量）

●　等価剛性　Ke

Ke ＝ ＝ ＝

　1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30
を超えても1/15以下であれば、条件付き（　ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など　）で、倒壊す
ることはないと判断することができる。
　その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。
上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。

●　耐力係数　CB

CB ＝ ＝ ＝ #DIV/0!

〇　安全限界変形角（1/15）を通し柱の安全限界変形角に変更して検討する。

・・・・・・・・・ 15

RB

Q

BO C

δ1/120

Ａ

K1/120

Q2

Q1

7-3



＜　間口方向　応答計算シート＞ 耐震診断

条件付き安全ゾーンにおける安全限界変形角 1 ／

Gs ： ・・・ 表層地盤の増幅係数　（地盤種別による値）

p ： ・・・ 調整係数　（平屋条件を満たす場合は0.8）

H1 ： m ・・・ １階の構造階高

CB ： ・・・ 耐力係数　（p.7又はp.7-2の計算結果）

h ： ・・・ 減衰定数　（p.7又はp.7-2の計算結果）

【
注
意

】

※

※

構造評点1.0相当とみなすときの応答変形角

条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たす 1／ 15

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たさない 1／ 30

構造評点1.0相当とみなす応答変形角となる耐力係数（CB）

※　減衰定数（h）は、上記の減衰定数から変わらないと仮定します。（実際には、耐力係数が変わると減衰定数も変わります。）

0.18 ）・ 1.62

=

0.18 1.62 )
2

1/ 15 ・ 3.00

=

基本計画作成

2.025

0.8

3.00

0.200

・・・・・・・・・ 15

●　構造評点（参考値）

0.180

この構造評点は、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅　耐震・防火改修支援事業で利用する
ことを目的とした参考値です。
他の目的では利用できませんのでご注意ください。

Te ＜ 0.64 CB =
8 ・ (1.5/(1+10h) ・Gs ・ p

g
=

8 ・ (1.5 / (1+10 ・

9.8

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

0.200

0.255

）
2 
・ ( 5.12 ・

・4π
2
 ・ 9.8

Te ≧ 0.64 CB =
 (1.5/(1+10h))

2
・(5.12・Gs・p)

2

R ・ H ・ 4π
2
 ・ g

=

= 0.784
p.7又はp.7-2の計算結果によるCB

構造評点1.0とみなすときのCB

構造評点 = =

小壁付き柱の検討 ねじれの検討

0.708

0.255

(1.5 / (1+10 ・

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

耐
力

係
数

(C
B)

減衰定数(h)

  1/15

  1/30

現況

-

1/30rad以下の

応答領域

（安全ゾーン）

1/15rad以上の

応答領域

（危険ゾーン）

1/30～

1/15rad
（条件付き

安全

ゾーン）

Gs = 2.025
p = 0.8

H1 = 3

8



＜　奥行方向　＞

【
注
意

】

※

※

　　　W1＋W2

1 ⊿W

4π W

Wの面積＝△OACの面積
A （底辺） （高さ）

O C

0 0

120
⊿Wの面積　(　斜線部分　）

（△OACの面積） （△BACの底辺） （△BACの高さ）

＝

よって，

1

4π

　1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30
を超えても1/15以下であれば、条件付き（　ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など　）で、倒壊す
ることはないと判断することができる。
　その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。
上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.9-2（1/15での計算）を行う。

●　耐力係数　CB

CB ＝

Q1（1階の1/30rad時の耐力）

＝ ＝ #DIV/0!
mg（1階が支える建物の全重量） 0.00

●　等価剛性　Ke

0
Ke ＝

Q1（1階の1/30rad時の耐力）

＝ ＝ #DIV/0! kN/m

δ（1/30rad時の1階の変位） 0 ／ 30

●　減衰定数　h

●　等価周期　Te　（1階の変形角が1/30rad時の剛性）

0
Te ＝ 2π

m　（全体の質量）

＝ 2π ＝ #DIV/0! 秒

Ke（1/30rad時の1階の等価剛性） #DIV/0!

h ＝ ・ ＋ 0.05

0

（△BACの底辺）＝ δ（1/120rad時） ×
Q2（１階の1/30rad時の耐力）

Q2（１階の1/120rad時の耐力）

＝ 0 × 0 / 2 =

＝ 0 － #DIV/0! ×

＝ × = #DIV/0!

0 / 2 ×2 #DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!
h ＝ ・ ＋ 0.05 ＝

RBBO C

δ1/120

Ａ

K1/120

Q1/120

Q1/30

δ1/30

Q
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＜　奥行方向　＞

【
注
意

】

※

※

　　　W1＋W2

1 ⊿W

4π W

Wの面積＝△OACの面積
A （底辺） （高さ）

O C

0 0

120
⊿Wの面積　(　斜線部分　）

（△OACの面積） （△BACの底辺） （△BACの高さ）

＝

よって，

1

4π

　1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30
を超えても1/15以下であれば、条件付き（　ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など　）で、倒壊す
ることはないと判断することができる。
　その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。
上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.9-2（1/15での計算）を行う。

●　耐力係数　CB

CB ＝

Q1（1階の1/15rad時の耐力）

＝ ＝ #DIV/0!
mg（1階が支える建物の全重量） 0.00

●　等価剛性　Ke

0
Ke ＝

Q1（1階の1/15rad時の耐力）

＝ ＝ #DIV/0! kN/m

δ（1/15rad時の1階の変位） 0 ／ 15

●　減衰定数　h

●　等価周期　Te　（1階の変形角が1/15rad時の剛性）

0
Te ＝ 2π

m　（全体の質量）

＝ 2π ＝ #DIV/0! 秒

Ke（1/15rad時の1階の等価剛性） #DIV/0!

h ＝ ・ ＋ 0.05

0

（△BACの底辺）＝ δ（1/120rad時） ×
Q2（１階の1/15rad時の耐力）

Q2（１階の1/120rad時の耐力）

＝ 0 × 0 / 2 =

＝ 0 － #DIV/0! ×

＝ × = #DIV/0!

0 / 2 ×2 #DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!
h ＝ ・ ＋ 0.05 ＝

RBBO C

δ1/120

Ａ

K1/120

Q1/120

Q1/15

δ1/15

Q
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＜　奥行方向　＞ 通し柱が1/15に至る前に折損する場合の追加検討

【

注
意

】

※

※

通し柱の安全限界変形角 1

　　　W1＋W2

Q1（1階の1/15rad時の耐力）

δ（1/15rad時の1階の変位）

1

4π

Wの面積＝△OACの面積
A （底辺）=δ 1/15 （高さ）=Q 1/15

O C

0

⊿Wの面積　(　斜線部分　）
（△OACの面積） （△BACの底辺） （△BACの高さ）

＝

よって，

1

4π

　1/30の耐力及び剛性を用い、耐力係数CBや減衰乗数hを算定しているが、計算結果の応答値が 1/30
を超えても1/15以下であれば、条件付き（　ねじれ、小壁付柱の柱の耐力が安全など　）で、倒壊す
ることはないと判断することができる。
　その場合、安全側の措置として耐力CB及び減衰定数hを1/15での再計算は省略可能とする。
上記による計算結果の応答値が1/15を超える場合は、p.7-2（1/15での計算）を行う。

〇　安全限界変形角（1/15）を通し柱の安全限界変形角に変更して検討する。

・・・・・・・・・ ／ 15

●　耐力係数　CB

#DIV/0!
mg（1階が支える建物の全重量） 0.00

●　等価剛性　Ke

CB ＝

Q1（1階の1/15rad時の耐力

＝ ＝

kN/m

0 ／ 15

0
Ke ＝ ＝ ＝ #DIV/0!

秒

Ke（1/15rad時の1階の等価剛性） #DIV/0!

●　減衰定数　h

●　等価周期　Te　（1階の変形角が1/15rad時の剛性）

0
Te ＝ 2π

m　（全体の質量）

＝ 2π ＝ #DIV/0!

W
h ＝ ・

⊿W
＋ 0.05

＝
0

× = #DIV/0!
120

0

（△BACの底辺）＝ δ（1/120rad時） ×
Q1（1階の1/15rad時の耐力）

Q2（１階の1/120rad時の耐力）

＝ 0 × 0 / 2 =

0
#DIV/0!

/ 2  ×2 #DIV/0!

δ 1/15

#DIV/0!
h ＝ ・ ＋ 0.05 ＝

＝ 0 － #DIV/0! × 0

RB

Q

BO C

δ1/120

Ａ

K1/120

Q2

Q1
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＜　奥行方向　応答計算シート＞ 耐震診断

条件付き安全ゾーンにおける安全限界変形角 1 ／

Gs ： ・・・ 表層地盤の増幅係数　（地盤種別による値）

p ： ・・・ 調整係数　（平屋条件を満たす場合は0.8）

H1 ： m ・・・ １階の構造階高

CB ： ・・・ 耐力係数　（p.9又はp.9-2の計算結果）

h ： ・・・ 減衰定数　（p.9又はp.9-2の計算結果）

【
注
意

】

※

※

構造評点1.0相当とみなすときの応答変形角

条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たす 1／ 15

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

条件付き安全ゾーンで求められる条件を満たさない 1／ 30

構造評点1.0相当とみなす応答変形角となる耐力係数（CB）

※　減衰定数（h）は、上記の減衰定数から変わらないと仮定します。（実際には、耐力係数が変わると減衰定数も変わります。）

0.15 ）・ 1.62

=

0.15 1.62 )
2

1/ 15 ・ 3.00

=

基本計画作成

1.250
構造評点1.0とみなすときのCB 0.320

）
2 
・ ( 5.12 ・

R ・ H ・ 4π
2
 ・ g ・4π

2
 ・ 9.8

0.320

=

0.793

(1.5 / (1+10 ・

8 ・ (1.5 / (1+10 ・

g 9.8

0.150

構造評点 =
p.9又はp.9-2の計算結果によるCB

=
0.400

Te ≧ 0.64 CB =
 (1.5/(1+10h))

2
・(5.12・Gs・p)

2

=

・・・・・・・・・

Te ＜ 0.64 CB =
8 ・ (1.5/(1+10h) ・Gs ・ p

=

小壁付き柱の検討 ねじれの検討

15・・・・・・・・・

2.025

0.8

3

0.400

●　構造評点（参考値）

この構造評点は、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅　耐震・防火改修支援事業で利用する
ことを目的とした参考値です。
他の目的では利用できませんのでご注意ください。

・・・・・・・・・

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

耐
力

係
数

(C
B)

減衰定数(h)

  1/15

  1/30

現況

-

1/30rad以下の

応答領域

（安全ゾーン）

1/15rad以上の

応答領域

（危険ゾーン）

1/30～

1/15rad
（条件付き

安全

ゾーン）

Gs = 2.025
p = 0.8

H1 = 3
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●● ●●様 
 

     京  都  市  長  
 

京都市木造住宅耐震診断士等派遣 結果報告書について 

 

この度は、木造住宅耐震診断士等の派遣事業にお申し込みいただきありがと

うございました。 

お申込みいただいた下記の派遣事業の結果について、報告書をお渡します。 

木造住宅耐震診断士等から報告書の内容についての説明を受け、同報告書を

受け取られましたら、下の欄に記名、捺印いただき、木造住宅耐震診断士等に

お渡しいただきますよう、お願いいたします。 

 

申請時派遣事業の区分 
□ 診断事業のみ 

□ 基本計画作成事業 

意向の確認 

□ 引き続き、基本計画事業を利用する。（定額 2 万円） 

  ※京町家等に限る。 

□ 診断事業のみで終了する。 

報告した木造住宅耐

震診断士等の区分、

氏名及び登録番号 

木造住宅耐震診断士  （      ） 

構造診断士  （Ｋ－    ） 

 

 

第１７号様式（第１９条第２項、第３0 条第２項関係） 

報告書受取証 

受 取 日       年    月    日 

報告書の区分 

□ 木造住宅耐震診断結果報告書 

□ 京町家現地調査結果報告書及び京町家耐震診断結果報告書 

□ 耐震改修基本計画作成結果報告書 

申請時派遣事業の区分 
□ 診断事業 

□ 基本計画作成事業 

意向の確認 

□ 引き続き、基本計画事業を利用する。（定額 2 万円） 

  ※京町家等に限る。 

□ 診断事業のみで終了する。 

受 取 者 
                  

 

備   考 受付番号（    －       ） 

 

切り取り 



第１８号様式（第２０条、第３１条関係） 

 

報酬支払請求書 

 

(あて先)  京 都 市 長        年    月    日 

 

(建築士事務所又は工務店) 

所在地 〒   － 

 

名称 

（代表者） 

              

 

 

京都市木造住宅耐震診断士等派遣要綱（第２０条、第３１条）の規定により、

報酬の支払を請求します。 

派遣事業の区分 □ 診断事業    □ 基本計画作成事業 

対
象
建
築
物
概
要 

所在地 

〒   － 

京都市     区 

 

構造 
□ 在来工法、枠組壁工法（木造住宅） 

□ 伝統構法（京町家等） 

階数      階 建築年次 年 

延べ面積 約     ㎡ 

住戸の形態 
□ 一戸建ての住宅 

□ 長屋（   戸）  □ 共同住宅（   戸） 

調査日時  

派遣した木造住宅耐

震診断士等の区分、

氏 名 及 び 登 録 番 号 

木造住宅耐震診断士  （       ） 

現地調査診断士  （Ｇ－     ） 

構造診断士  （Ｋ－     ） 

報酬基準に基づく

請求金額 
 

備考 受付番号（  －   ）、申請者氏名（       ） 

 



 

○京第１９号様式（第２９条第１項関係） 

 受付番号   －    

申請者 

            様 

 

耐震改修基本計画作成結果報告書 
 

提 出 日     年  月  日   
所 在 地 京都市    区       

                                                

 

[現地調査診断士] 

氏  名        

耐震診断士登録番号  

所属する建築士事務所等名称  

代表者名        

所 在 地   

電話番号   

[構造診断士] 

氏  名        

耐震診断士登録番号  

建築士登録番号  

所属する建築士事務所等名称  

代表者名             

所 在 地   

電話番号 

 

添 付 書 類 
⑴ 耐震改修の事業計画書 
⑵ 現状の耐震診断書  ※ 診断事業の結果報告書から変更がない場合は、省略。 
⑶ 耐震改修後の耐震診断書 
⑷ 現状の平面図 
⑸ 耐震改修の計画図面 
⑹ 耐震改修の工事費概算見積り 



 

 

は じ め に 

この報告書は、目視調査や聞き取り調査で把握できる範囲の情報を基に、

京町家診断士が、耐震改修の計画の案をお示しするものです。 

作成された基本計画は、申請者の方が耐震改修工事の実施検討を行ううえでの

目安にしてください。 

また、本報告書でお示しする工事費の概算見積りは、耐震改修工事に必

要となる費用の見積りであり、それ以外の費用は含まれません。 

なお、耐震改修工事を実施する過程の中で、建物の躯体の劣化等、当初

想定していなかった事項が判明することにより、工事費等が概算見積りか

ら変更されることもあります。 

※ 補強計画案はあくまでも参考です。耐震改修を行う場合は別途、実施設

計が必要となります。 

※ 実施設計については、派遣事業の対象ではありません。京町家耐震診断

士又は他の建築士と別途、契約を結んでください。 

 

 

耐震改修工事を検討される場合 

 「京安心すまいセンター（電話７４４－１６３１）」では、皆様が耐震改

修計画作成、耐震改修工事を行おうとするときに相談できる実務者名簿の

公表等、耐震化に関する支援を実施しています。是非御利用ください。 

 

 

すまいの耐震無料相談会のご案内 

 京都市では、耐震に関するお悩みを無料で建築の専門家（建築士等）に

相談できる相談会を実施しています。診断結果や補強計画案について、調

査を実施した診断士以外の専門家の意見を聞きたい場合にも利用できま

す。開催日時等の詳細は「京安心すまいセンター（電話７４４－１６３１）」

までお問い合わせください。 



 

耐震改修基本計画作成結果報告書の利用に関する注意事項 

この報告書は、申請者が耐震改修工事の実施検討を行ううえで参考としていただくた

めのものです。報告書及び添付される書類について、他の目的には一切利用しないでく

ださい。 

（基本計画作成結果について） 

・ 基本計画作成事業は、将来の耐震改修の参考となるよう、耐震診断で得られた範囲の

情報を基に、京町家耐震診断士が、耐震改修の基本的な計画の案をお示しするものです。 

・ 作成された基本計画は、申請者の方が耐震改修工事の実施検討を行ううえでの目安と

するためのものであり、基本計画でお示しする工事費の概算見積りは、耐震改修工事に

必要となる費用のみを計上した見積りです。このため、実際に耐震改修工事を実施され

る場合、別途、詳細な設計や見積りを行う必要があります。 

※ 詳細な設計や見積りについては、派遣事業の対象ではありません。京町家耐震診断

士又は他の建築士と別途、契約を結んでください。 

・ なお、耐震改修工事を実施する過程の中で、建物の躯体の劣化等、当初想定していな

かった事項が判明することにより、工事費等が概算見積りから変更されることもありま

す。 

※ 間取りや内装の工事等の耐震改修工事の範囲を超える計画については、派遣事業の

対象ではありません。耐震改修工事の範囲を超える部分の計画を希望する場合は、京町

家耐震診断士と協議のうえ、別途、設計契約を結んでください。 

・ 個別に京町家耐震診断士と結ぶ契約について、京都市は一切関与しませんので、予め

御了承ください。 
 

 

 

京都市  都市計画局 建築指導部 建築安全推進課（電話 222-3613） 

 



 

耐震改修の事業計画書 
（構造評点 □1.0 以上 □0.7 以上 1.0 未満） 

 

 １ 対象建築物の概要 

構造・規模  木造  地上（    ）階建て 

延べ面積         ㎡（うち住宅部分       ㎡） 

建築年 （□明治 □大正 □昭和）      年 

耐震診断手法 

□一般診断手法    

□精密診断手法 

 □保有耐力診断法    □保有水平耐力計算による方法 

 □限界耐力計算による方法  

□一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部発行の「伝統的

な軸組構法を主体とした木造住宅・建築物の耐震性能評価・耐

震補強マニュアル（第３版）」に基づく限界耐力計算による耐

震診断 

□ そ の 他 （                ） 

現況の耐震診断結果  

耐震改修後の耐震診断結果  

 

 ２ 耐震改修の考え方 （※ 耐震改修基本計画の要点、方針を簡潔に記入してください。） 

 

 

３ 耐震改修基本計画概要 

改修箇所 改修概要 

  

  

  

  

  

 


